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薬学部薬学科地域支援制度（宮城県／秋田県）について 
 
【背景と目的】 
宮城県内および秋⽥県内における⼈⼝10万⼈あたりの薬剤師数は、全国平均を下回っておりま
す。特に医療機関に勤務する病院薬剤師は顕著に不⾜しています。 
本学の教育理念として「専⾨的な知識と能⼒を兼ね備えた、社会に貢献できる⼈材を育成する」
ことを掲げていることから、⾃治体や関係団体等と密接に連携しながら、東北地⽅の地域医療
において薬剤師が専⾨性を発揮する環境を整備し、薬剤師不⾜が深刻な医療機関に薬剤師が定
着する仕組みの構築を⽬指していくこととしています。 
このことから、地域の持続的な医療基盤の充実を⽀える薬剤師の輩出・確保を⽬的とし、令和
7 年度から薬学部薬学科において、地域⽀援制度（宮城県／秋⽥県）を創設することといたし
ました。  
本地域⽀援制度は、地域医療を⽀える薬剤師の養成を⽬的として、対象の学⽣に修学資⾦を貸
与し、卒業後に指定された宮城県内、秋⽥県内の医療機関に薬剤師として⼀定期間従事するこ
とで、貸与金額の全額を返還免除とする制度です。  
 
【事業概要】 
１．地域支援制度（宮城県）について 

  （１）定  員：各学年4名 
（２）貸与期間：6年間（大学１年４月～大学６年３月） 
（３）貸与金額：月額5万円（6年計360万円）※ 
（４）返 還 額：貸与金額＋貸与金額×利息（年10％） 
（５）返還免除条件： 
   ①卒業後薬剤師として、指定された宮城県内の医療機関（指定医療機関）に9年間

（貸与期間の1.5倍）従事すること＜薬剤師国家試験は大学を卒業した日の属す
る月の翌月から起算して2年以内に合格する事＞ 

②そのうちの半分以上（4.5 年間）は、宮城県内の薬剤師が不足している地域の医
療機関に従事すること  

③宮城県が策定したキャリア形成プログラムを満了すること 
（６）指定医療機関について 
   宮城県が対象者ごとに指定する県内の医療機関のことで、特定医療機関及び研修実

施医療機関から選定します。 
（特定医療機関及び研修実施医療機関一覧（外部サイトへリンク）） 

（７）キャリア形成プログラムについて 
   宮城県が指定する医療機関で必要従事期間、薬剤師の業務に従事するにあたっては、

宮城県が策定するキャリア形成プログラムに沿って従事することになります。 
（８）その他 

修学資金の貸与を受ける場合、入学後必要書類を提出することとなります。 
必要書類の中で保証人（連帯保証人）を2人立てる必要があります。保証人はそれ
ぞれ独立の生計を営む者であり、修学資金貸与者と連帯して債務を負担することと
なります。 
 

※地域支援制度（宮城県）については、宮城県の「薬学生修学資金貸付制度（月額5万円
（6年計360万円））」と併用し、6年計720万円の貸与となります。 
宮城県の「薬学生修学資金貸付制度」の詳細は、宮城県ホームページ（外部サイトへリ
ンク）等を確認ください。 

https://www.pref.miyagi.jp/documents/54486/shitei241201.pdf
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/yakumu/syugakusikin.html
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２．地域支援制度（秋田県）について 

  （１）定  員：各学年2名 
（２）貸与期間：6年間（大学1年4月～大学6年3月） 
（３）貸与金額：月額10万円（6年計720万円） 
（４）返 還 額：貸与金額＋貸与金額×利息（年10％） 
（５）返還免除条件： 
   卒業後薬剤師として、指定された秋田県内の医療機関（JA秋田厚生連が運営す 

るいずれかの病院（JA秋田厚生連 病院配置一覧（PDF））に6年間従事するこ 
と＜薬剤師国家試験は大学を卒業した日の属する月の翌月から起算して1年以 
内に合格する事＞ 

（６）その他 
修学資金の貸与を受ける場合、入学後必要書類を提出することとなります。 
必要書類の中で保証人（連帯保証人）を2人立てる必要があります。保証人はそれ
ぞれ独立の生計を営む者（うち1名は，親権者又は後見人）であり、修学資金貸与者
と連帯して債務を負担することとなります。 

 
【採用者決定方法】 
１．薬学部一般選抜（前期）の薬学科に出願 
（１）出願時に必ず地域支援制度に応募してください。 

宮城県と秋田県を併願することができます。 
両県を希望する場合は、希望順位をつけてください。 

（２）地域支援制度を希望した場合、受験地は仙台試験場（本学 小松島キャンパス）と
なります。 

 
２．薬学部一般選抜（前期）の学科試験を受験 
（１）学科試験後に実施される面接を受けてください。 

 
３．薬学部一般選抜（前期）の合格発表時に、地域支援制度採用者も併せて発表 
（１）一般選抜（前期）合格者の中から、調査書、面接などにより総合的に採用者を決 

定します。 
（２）欠員が生じた場合には、入学手続き（納付金納入）を行っている者の中から繰り 

上げ採用者として連絡します。 
以上 

https://www.tohoku-mpu.ac.jp/images/akita_shien.pdf


学校推薦型選抜で受験予定ですが、応募できますか？
薬学部一般選抜（前期）を受験することが条件となっているため、応募できません。

生命薬科学科（4年制）を受験予定ですが、応募できますか？
卒業後に薬剤師として一定期間勤務することが条件となっているため、薬剤師国家試験を受験することができ
ない生命薬科学科（4年制）は本制度の対象外となります。

秋田県に試験（面接）会場はありますか？
地域支援制度を希望した場合、一般選抜（前期）学科試験と面接のどちらも仙台試験場（東北医科薬科大学
小松島キャンパス）での受験となります。

他の奨学金や貸付金との併用は可能ですか？
JASSO（日本学生支援機構）等、卒業後の勤務先や勤務期間などが指定されていない奨学金等であれば併用
することができます。

修学資金はどのような形で貸与されますか？
修学資金被貸与者本人の口座に振り込まれます。振込金額や振込時期等は県によって異なります。

休学や留年をした場合、修学資金の貸与はどのように取り扱われるのですか？
休学や留年に係る期間は修学資金の貸与が休止され、復学・進級した際に再開されます。

薬剤師国家試験に合格できなかった場合はどうなりますか？
卒業後に薬剤師免許を取得することが返還免除の要件になります。大学を卒業する年に国家試験に合格でき
なかった場合でも、各県が指定する期間内に国家試験に合格すれば問題ありません。

必要従事期間中に病気で休職した場合はどうなりますか？
病気、育児休業・介護休業で休職した期間は返還猶予になりますが、その期間は返還免除の対象となる期
間（必要従事期間）に算入されません。

返還免除条件を履行できなかった場合はどうなりますか
入学時に修学資金貸与に関する契約書を取り交わします。本制度は奨学金の返還を目的とした貸与ではあり
ませんので、退学した場合や自己都合等により必要従事期間の指定医療機関での勤務に従事できない場合は、
各県で定める日までに貸与を受けた金額全額と、貸与を受けた日の翌日から貸与が終了する月の末日までの期
間の日数に応じ年 10％の割合で計算された利息を一括返還いただきます。
返還免除条件を履行できない理由がやむを得ないものとして認められる場合には、修学資金の返還猶予や修
学資金及び利息の支払いの全部又は一部を免除される場合がありますが、個別の事情により総合的に判断い
たします。

地域支援制度 FAQ

地域支援制度

720万円の学費貸与720万円の学費貸与

薬学部薬学科

「地域医療を支える薬剤師」を目指す学生を応援します

〒981-8558 宮城県仙台市青葉区小松島4丁目4番1号
Tel：022-234-4181（代）
https://www.tohoku-mpu.ac.jp/



出願時、宮城県と秋田県を併願することができます。
それぞれの県で募集定員、返還免除条件等が異なります。

地域支援制度は
宮城県と秋田県の2県で募集します

募 集 定 員　 4名
出 願 資 格 ❶ 一般選抜（前期）を受験する者

❷ 卒業後、指定された宮城県内の医療機関で薬剤師業務に従事することを確約できる者

返還免除条件 ❶ 卒業後薬剤師として、指定された宮城県内の医療機関に9年間（貸与期間の1.5倍）従事
する ※薬剤師国家試験は大学を卒業した日の属する月の翌月から起算して２年以内に合格する事

❷ そのうちの半分以上（4.5年間）は、宮城県内の薬剤師が不足している地域の医療機関に従
事する

❸宮城県が策定したキャリア形成プログラムを満了する

問い合わせ先 東北医科薬科大学 学務部 入試・広報課　　TEL：022-234-4181（代）

宮城県　貸与額（6年間）720万円

募 集 定 員　 2名
出 願 資 格 ❶ 一般選抜（前期）を受験する者

❷ 卒業後、指定された秋田県内の医療機関で薬剤師業務に従事することを確約できる者

返還免除条件 卒業後薬剤師として、指定された秋田県内の医療機関（JA秋田厚生連が運営するいずれかの
病院）に6年間従事する
※薬剤師国家試験は大学を卒業した日の属する月の翌月から起算して１年以内に合格する事

問い合わせ先 東北医科薬科大学 学務部 入試・広報課　　TEL：022-234-4181（代）

秋田県　貸与額（6年間）720万円

　地域医療を支える薬剤師の養成を目的として、対象の学生に修学資金を貸与し、卒業後に指

定された宮城県内、秋田県内の医療機関に薬剤師として一定期間従事することで、貸与金額の

全額を返還免除とする制度です。

国公立大学と同程度の学費
　国公立大学の薬学部の平均学費（6年間）は350
万円程度と言われています。
　本学薬学部の学費は、6年間で1135万円かかり
ますが、地域支援制度に採用されると、720万円
が学費として貸与されるので、400万円程度となり
国公立大学と同程度の学費で学ぶことができます。

地域支援制度の特長

M I Y A G I

A K I T A

地域支援制度のイメージ

１ 薬学部一般選抜（前期）の薬学科に出願
※出願時に必ず地域支援制度に応募してください
※地域支援制度を希望した場合、受験地は仙台試験場（本学 小松島キャンパス）となります

２ 薬学部一般選抜（前期）の学科試験を受験
※学科試験後に実施される面接を受けてください

３ 薬学部一般選抜（前期）の合格発表時に、地域支援制度採用者も併せて発表
※一般選抜（前期）合格者の中から、調査書、面接などにより総合的に採用者を決定します
※欠員が生じた場合には、入学手続き（納付金納入）を行っている者の中から繰上げ採用者として連
絡します 

採用者決定方法

入学
▼

卒業
▼

薬剤師として勤務開始
▼

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9

必要従事期間［9年間(貸与期間の1.5倍)］
宮城県が指定する医療機関に勤務

必要従事期間［6年間］
JA 秋田厚生連が
指定する医療機関に勤務

宮
城
県

秋
田
県

6年間
720万円の貸与

薬
剤
師
国
家
試
験

1135万円

415万円
350万円

720万円貸与

本学 国公立大学

薬剤師として勤務開始
▼

▲
中断

▲
再開

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

本来の必要従事期間

必要従事期間 必要
従事期間休職

病気・育児・介護等で休職した場合
病気、育児休業、介護休業で休職した期間
は返還猶予となりますが、その期間は返還
免除の対象となる期間（必要従事期間）に算
入されません。

▲
卒業後に薬剤師免許を取得
（各県の指定する期間内に薬剤師国家試験に合格）

※卒業後の勤務イメージは現在調整中です。今後変更となる場合があります。
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